
愛知県中小企業特別高圧電力
価格高騰対策支援金
交付対象者について

【支援対象期間】
2024年8月～10月使用分
2025年1月～3月使用分



• 県内で特別高圧電力を受電している中小企業者
（国及び自治体等の公的機関が所有する施設の受電をしている場合を除く）

• 県内で特別高圧電力を受電している工業団地及び商業施設等※に入居している中小企業者
※工業団地、商業施設、オフィスビル、病院、大学等のあらゆる施設が対象となります。

★みなし大企業は除く。

★特別高圧電力に由来する電力を使用して、その電力料金を負担している者に限る。

本支援金における中小企業者は中小企業基本法上の中小企業者（資本金の額または出資の総額が
次表に該当する会社または常時使用する従業員※の数が次表に該当する会社及び個人）とします。

※「常時使用する従業員」に関する説明は次ページ参照

支援金の交付対象者

1

下記の内容を確認いただき、支援金の交付対象者であるか確認の上、申請を進めてください。

支援金交付対象者について

＜中小企業者の定義＞

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数

①製造業、建設業、運送業

　その他の業種（②～④は除く）
３億円以下 300人以下

②卸売業 １億円以下 100人以下

③サービス業 5000万円以下 100人以下

④小売業 5000万円以下 50人以下

業種
中小企業者（いずれかを満たすこと）



中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を
必要とする者」を従業員と解しています。（具体的には下記参考をご参照ください。）

よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に
判断されると解されます。

また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、中小企業基本法上の
「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。
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中小企業者の定義（前ページ記載）における「常時使用する従業員」については以下のとおりです。

交付対象事業者

（解雇の予告）

第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて
引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

＜参考：労働基準法（昭和22年法律第49号）＞

「常時使用する従業員」とは？



交付対象事業者
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中小企業者であっても下記のみなし大企業に該当する場合は交付対象外となります。

みなし大企業



交付対象事業者
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中小企業者の対象となる「会社」の範囲は中小企業基本法で以下のとおり規定されています。

中小企業基本法に規定する「会社」の範囲

区分 対象

会社法上の会社等
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
※ 特例：有限会社 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

士業法人

弁護士法に基づく弁護士法人
公認会計士法に基づく監査法人
税理士法に基づく税理士法人
行政書士法に基づく行政書士法人
司法書士法に基づく司法書士法人
弁理士法に基づく特許業務法人
社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農
事組合法人、  組合（農業協同組合、生活協同組合、中小企業者等協同組合法に基づく組合等）または
有限責任事業組合（ＬＬＰ）

＜対象外となる法人＞



業種について
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下記の対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。

業種の対応表

各分類の詳細な内容については、以下のWEBサイトでご確認ください。
産業分類詳細（総務省）：https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html



お問合せ先
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ご不明な点はコールセンターまでお電話ください。

愛知県中小企業者特別高圧電力価格高騰対策支援金コールセンター

050-3354-4925

受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く）
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